
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

八幡西警察署協議会 

 

開催年月日時 
 令和５年８月７日 午後２時００分 から 

 令和５年８月７日 午後３時１０分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          八幡西警察署 ３階大会議室 

 

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下１３名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、刑事管理官、総務課長、留置管理

課長、会計課長、生活安全課長、刑事第二課長、

交通課長、警備課長、地域課長、黒崎警部交番

所長、事務局 
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【会長挨拶（要旨）】 

 本日は暑い中お集まりいただき感謝申し上げる。 

 コロナも落ち着いてきて、先月は黒崎祇園、先日はわっしょい百万夏まつりが

開催されたということで、各地イベント等で賑わってきているのをうれしく思っ

ている。 

 猛暑厳しい折だが汗をかきながら皆さんと一緒に頑張っていけたらと思ってい

る。 

 また、台風も近づいてきており、御家庭や職場が気になる方もいると思うが、

事前にしっかりと対策を執っていただき、乗り切っていけたらと思う。 

 本日も短い時間ではあるが、しっかりと議長を務めさせていただきたいと思う

ので、最後までよろしくお願いする。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 本日は警察署協議会を開催していただき、感謝申し上げる。 

 私から冒頭に一点ご報告がある。 

 ５月１９日に当署職員を職務上知り得た個人情報を部外の方に漏らしたという

地方公務員法違反で送検し、同日付けで『戒告』処分としている。 

 本件に関しては、署長として誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げる。 

 今回の事案は、個人の権利を大きく侵害し、警察に対する信頼を著しく失墜さ

せるものであり、業務管理、人事管理を徹底し、再発防止に努めていく所存であ

る。 

 我々署員は委員の皆様方の信頼を回復するために一生懸命頑張っていくので、 

様々な御指導をお願いする。 
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    【報告事項等】 

 １ カスタマーハラスメント対策について（総務課長） 

⑴  カスタマーハラスメント対策全般について 

⑵  ４つの態様について 

⑶  対応要領について 

⑷  導入後の成果について 

 ２ 重要凶悪事件の検挙事例（刑事管理官） 

⑴  現住民家等に対する連続放火事件 

⑵  暴力団組員らによる組織的連続多額窃盗事件 

 ３ ニセ電話詐欺について（刑事第二課長） 

 

 

【質疑応答】 

 〇 委員から、「ヘッドライトが非常に明るい車が増えており、対向車線を走って

いると周りが見えにくくなる。このようなヘッドライトは禁止されていないの

か。」旨の質疑があり、交通課長から、「法律では前照灯の明るさに上限がある。

上限を超えるライトを装着することはできず、車検も通過しない。」旨の回答が

あった。 

                            

 

 〇 委員から、「警察署の前も４車線になったが、現在は速度規制が４０キロであ

る。５０キロになる予定はないのか。」旨の質疑があり、交通課長から、「同所

の制限速度を５０キロメートル毎時に変更する予定はある。」旨の回答があっ

た。 

                               

 

 〇 委員から、「電動キックボードの使用者に対する交通指導について、どのよう

に行っていくのか、実際の使用者から、意見を伺っても良いと思うがいかがか。」

旨の質疑があり、交通課長から、「高校生以下の学生に対しては、学校における

交通安全教室等において指導をしていく。それ以外の年代に対しては、四季の

交通安全県民運動等の街頭活動時において啓発チラシの配布や口頭による指導

を行ったり、企業から依頼がある交通安全講話時等において安全利用について

指導をしていく。なお、機会があれば実際に使用している方からも感想や意見

を伺い、今後の指導方法の参考にさせていただきたい。」旨の回答があった。 

  

〇 委員から、「登下校で、子供たちが横断歩道を横断中にもかかわらず、車が隙 

間を縫うように走行していてとても危険である。ドライバーに安全に対する意識 

やマナーの向上を促していただきたい。」旨の要望があり、交通課長から、「横断 

歩行者妨害の違反となる可能性があるため、同署における指導取締りを行うとと 

もに、運転者に対して、四季の交通安全県民運動等を活用し、運転手に対するマ 

ナー向上を促していきたい。」旨の回答があった。 
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〇 委員から、「階段しかない歩道橋があるが、足の不自由な人には不親切であり、

横断歩道も近くにないため、無理矢理道路を渡りかねない。改善できないか。」

旨の要望があり、交通課長から、「横断歩道には設置の基準があり、歩道橋の下

に横断歩道は原則設置しないとなっている。道路管理者と話をして、歩道橋撤

去後に横断歩道を設置できないかということを今後の課題としていきたい。」旨

の回答があった。これを受け署長から、「歩道橋は全国的にも廃止の方向である。

歩道橋を廃止して横断歩道を作るように市との調整を加速させていく。」旨の発

言があった。 

 

                             

【閉会】 

 以上で令和５年度第２回八幡西警察署協議会を閉会する。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


